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(57)【要約】
【課題】航空機の防氷装置への抽気の供給を継続しなが
ら、要求される防氷性能を担保すること。
【解決手段】防氷システム１は、抽気と外気との間で熱
交換させるプリクーラ４と、プリクーラ４を経た抽気が
供給される防氷装置２と、防氷装置２に供給される抽気
の流量を調節する防氷制御部１１とを備える。防氷装置
２に供給される抽気の流量を調節する抽気流量調節部１
１２は、高度、および抽気の圧力ｐの上限である圧力上
限値の関係である関係ｒ１と、抽気が流れるダクト等に
許容される許容温度ＡＴにまで抽気の温度ｔが達すると
きの外気温、および抽気の圧力ｐの上限である圧力上限
値との関係であり、高度に応じて与えられた関係ｒ２と
を使用して、抽気の圧力ｐを圧力上限値以下に収めるよ
うに、抽気の流量を調節する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外気と熱交換された抽気を用いて航空機への着氷を防止する防氷システムであって、
　抽気と外気との間で熱交換させる熱交換器と、
　前記熱交換器を経た抽気が供給される供給先と、
　前記供給先に供給される抽気の流量を調節する制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　前記供給先に供給される抽気の流量を調節する抽気流量調節部を有し、
　前記抽気流量調節部は、
　高度、および抽気の圧力の上限である圧力上限値の関係である第１関係と、
　抽気が流れる部材に許容される許容温度にまで抽気の温度が達するときの外気温、およ
び抽気の圧力の上限である圧力上限値との関係であり、高度に応じて与えられる第２関係
とを使用し、
　前記第１関係と前記第２関係との交点の外気温に対して外気温が低ければ、抽気の圧力
を前記第１関係の前記圧力上限値以下に収めるように、抽気の流量を調節し、
　前記交点の外気温に対して外気温が高ければ、抽気の圧力を前記第２関係の前記圧力上
限値以下に収めるように、抽気の流量を調節する、
ことを特徴とする航空機の防氷システム。
【請求項２】
　前記抽気流量調節部は、
　高度および外気温の関数である前記圧力上限値が与えられたマップデータを使用し、
　前記マップデータにおける前記圧力上限値は、
　前記第１関係および前記第２関係に基づいて定められている、
ことを特徴とする請求項１に記載の航空機の防氷システム。
【請求項３】
　外気と熱交換された抽気を用いて航空機への着氷を防止する防氷システムであって、
　抽気と外気との間で熱交換させる熱交換器と、
　前記熱交換器を経た抽気が供給される供給先と、
　前記供給先に供給される抽気の流量を調節する制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　前記供給先に供給される抽気の流量を調節する抽気流量調節部を有し、
　前記抽気流量調節部は、
　高度、および抽気の圧力の上限である圧力上限値の関係である第１関係と、
　抽気の流れる部材に許容される許容温度よりも所定の値だけ低く設定された温度閾値と
、
を使用し、
　抽気の温度が前記温度閾値に対して低ければ、抽気の圧力を前記第１関係の前記圧力上
限値以下に収めるように、抽気の流量を調節し、
　抽気の温度が前記温度閾値に対して高ければ、抽気の温度を前記許容温度以下に収める
ように、抽気の流量を調節する、
ことを特徴とする航空機の防氷システム。
【請求項４】
　着氷が生じうる、高度および外気温の範囲である着氷条件と、
　前記着氷条件を包含し、航空機の飛行可能な高度および外気温の範囲である運用条件と
が想定され、
　抽気が流れる前記部材は、
　前記運用条件下、前記許容温度以下に維持されるように設計されている、
ことを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の航空機の防氷システム。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の防氷システムを備える、
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ことを特徴とする航空機。
【請求項６】
　外気と熱交換された抽気を用いて航空機への着氷を防止する防氷システムを制御するコ
ンピュータプログラムであって、
　供給先へと供給される抽気の流量を調節する抽気流量調節部を有し、
　前記抽気流量調節部は、
　高度、および抽気の圧力の上限である圧力上限値の関係である第１関係と、
　抽気が流れる部材に許容される許容温度にまで抽気の温度が達するときの外気温、およ
び抽気の圧力の上限である圧力上限値との関係であり、高度に応じて与えられる第２関係
とを使用し、
　前記第１関係と前記第２関係との交点の外気温に対して外気温が低ければ、抽気の圧力
を前記第１関係の前記圧力上限値以下に収めるように、抽気の流量を調節し、
　前記交点の外気温に対して外気温が高ければ、抽気の圧力を前記第２関係の前記圧力上
限値以下に収めるように、抽気の流量を調節する、ことを特徴とする航空機の防氷システ
ム制御プログラム。
【請求項７】
　外気と熱交換された抽気を用いて航空機への着氷を防止する防氷システムを制御するコ
ンピュータプログラムであって、
　供給先へと供給される抽気の流量を調節する抽気流量調節部を有し、
　前記抽気流量調節部は、
　高度、および抽気の圧力の上限である圧力上限値の関係である第１関係と、
　抽気の流れる部材に許容される許容温度よりも所定の値だけ低く設定された温度閾値と
、を使用し、
　抽気の温度が前記温度閾値に対して低ければ、抽気の圧力を前記第１関係の前記圧力上
限値以下に収めるように、抽気の流量を調節し、
　抽気の温度が前記温度閾値に対して高ければ、抽気の温度を前記許容温度以下に収める
ように、抽気の流量を調節する、
ことを特徴とする航空機の防氷システム制御プログラム。
【請求項８】
　外気と熱交換された抽気を用いて航空機への着氷を防止する防氷システムを制御する方
法であって、
　高度、および供給先へと供給される抽気の圧力の上限である圧力上限値の関係を第１関
係と称し、抽気が流れる部材に許容される許容温度にまで抽気の温度が達するときの外気
温、および抽気の圧力の上限である圧力上限値との関係を第２関係と称し、
　前記第１関係と、高度に応じて与えられる前記第２関係との交点の外気温に対して外気
温が低ければ、抽気の圧力を前記第１関係の前記圧力上限値以下に収めるように、抽気の
流量を調節し、
　前記交点の外気温に対して外気温が高ければ、抽気の圧力を前記第２関係の前記圧力上
限値以下に収めるように抽気の流量を調節する、
ことを特徴とする航空機の防氷システムの制御方法。
【請求項９】
　外気と熱交換された抽気を用いて航空機への着氷を防止する防氷システムを制御する方
法であって、
　高度、および供給先へと供給される抽気の圧力の上限である圧力上限値の関係を第１関
係と称し、抽気の流れる部材に許容される許容温度よりも所定の値だけ低く設定された温
度を温度閾値と称し、
　抽気の温度が前記温度閾値に対して低ければ、抽気の圧力を前記第１関係の前記圧力上
限値以下に収めるように、抽気の流量を調節し、
　抽気の温度が前記温度閾値に対して高ければ、抽気の温度を前記許容温度以下に収める
ように、抽気の流量を調節する、
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ことを特徴とする航空機の防氷システムの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外気との熱交換により抽気を適温に冷却して翼等の防氷に用いる航空機の防
氷システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　航空機のエンジンや補助動力装置からの抽気を外気により予冷し、翼の防氷装置や空調
装置等へと供給するシステムが知られている。
　特許文献１の抽気供給システムでは、抽気が流れるラインの漏洩などによって生じる機
体およびその構成要素への影響を最小限にするため、近傍の温度を測定し、測定された温
度に基づいてラインからの抽気の漏洩が検出されると、漏洩位置に近いバルブを閉じるこ
とで漏洩した区画を他の区画から分離する。そうすると、漏洩した区画に関係する装置へ
のそれ以上の抽気の供給が遮断される。つまり、エンジンや補助動力装置からの抽気は高
温であるため、その管理が必要となる。
　ところで、翼の防氷装置は、航空規則(Regulation)で規定されている着氷条件下で、抽
気温度が所定値になるように、熱交換器において、抽気を外気により予冷しており、熱交
換器の容量も、その条件下で十分能力を出せるように設計されている。しかしながら、更
に、防氷性能向上を狙い、航空機の運用範囲で、防氷性能を要求されていなく、着氷が穏
やかな範囲、つまり、航空規則(Regulation)で規定されている着氷条件以外の範囲の中で
、外気温が高い、あるいは、外気の空気密度が低い空域で、防氷装置を稼働させた場合、
外気による抽気の予冷が不十分となり、予冷後の抽気ラインを構成するダクトに影響を与
えないようにするため、この空域に限っては抽気の供給が停止してしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５１２２４６５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そこで、本発明は、航空機を運用する外気温と高度等の条件の全領域であっても、航空
機の防氷装置の能力が、種々の制約条件の中で、最大限発揮できるように制御するシステ
ムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、外気と熱交換された抽気を用いて航空機への着氷を防止する防氷システムで
あって、抽気と外気との間で熱交換させる熱交換器と、熱交換器を経た抽気が供給される
供給先と、供給先に供給される抽気の流量を調節する制御部と、を備える。制御部は、供
給先に供給される抽気の流量を調節する抽気流量調節部を有する。
　抽気流量調節部は、高度、および抽気の圧力の上限である圧力上限値の関係である第１
関係と、抽気が流れる部材（以下、抽気ダクト等）に許容される許容温度にまで抽気の温
度が達するときの外気温、および抽気の圧力の上限である圧力上限値との関係であり、高
度に応じて与えられる第２関係とを使用する。
　そして、抽気流量調節部は、第１関係と第２関係との交点の外気温に対して外気温が低
ければ、抽気の圧力を第１関係の圧力上限値以下に収めるように、抽気の流量を調節し、
交点の外気温に対して外気温が高ければ、抽気の圧力を第２関係の圧力上限値以下に収め
るように、抽気の流量を調節する。
【０００６】
　本発明によれば、詳しくは後述するように、第２関係を用いて抽気圧力が調節されてい
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るので、抽気を冷却する外気温が高くとも、その抽気の温度が、抽気ダクト等の許容温度
を超えない。そのため、抽気ダクト等の過熱により抽気の供給を遮断する処理が必要とな
ることなく、抽気の供給を継続しながら、防氷性能を担保することができる。
【０００７】
　本発明の防氷システムにおいて、抽気流量調節部は、高度および外気温の関数である圧
力上限値が与えられたマップデータを使用し、マップデータにおける圧力上限値は、第１
関係および第２関係に基づいて定められていることが好ましい。
【０００８】
　また、本発明は、外気と熱交換された抽気を用いて航空機への着氷を防止する防氷シス
テムであって、抽気と外気との間で熱交換させる熱交換器と、熱交換器を経た抽気が供給
される供給先と、供給先に供給される抽気の流量を調節する制御部と、を備え、制御部は
、供給先に供給される抽気の流量を調節する抽気流量調節部を有し、抽気流量調節部は、
高度、および抽気の圧力の上限である圧力上限値の関係である第１関係と、抽気の流れる
部材に許容される許容温度よりも所定の値だけ低く設定された温度閾値と、を使用し、抽
気の温度が温度閾値に対して低ければ、抽気の圧力を第１関係の圧力上限値以下に収める
ように、抽気の流量を調節し、抽気の温度が温度閾値に対して高ければ、抽気の温度を許
容温度以下に収めるように、抽気の流量を調節することを特徴とする。
　本発明によれば、抽気温度が温度閾値に対して高い場合に、抽気温度に基づいて、抽気
ダクト等をより確実に許容温度以下に収め、かつ、抽気流量を大きく確保することができ
る。
　本発明によっても、抽気ダクト等の過熱により抽気の供給を遮断する処理が必要となる
ことなく、抽気の供給を継続しながら、防氷性能を担保することができる。
【０００９】
　本発明の防氷システムにおいては、着氷が生じうる、高度および外気温の範囲である着
氷条件と、着氷条件を包含し、航空機の飛行可能な高度および外気温の範囲である運用条
件とが想定され、抽気が流れる部材は、着氷条件下、許容温度以下に維持されるように設
計されている。
　本発明によれば、ダクト等の過熱による抽気供給の遮断には至らず、着氷条件の範囲以
外でも一定の防氷性能を保持することができる。
【００１０】
　本発明の航空機は、上述の防氷システムを備えることを特徴とする。
【００１１】
　本発明は、航空機の防氷システムの制御コンピュータプログラム、あるいは、制御方法
に展開することができる。
　本発明は、外気と熱交換された抽気を用いて航空機への着氷を防止する防氷システムを
制御するコンピュータプログラムであって、供給先へと供給される抽気の流量を調節する
抽気流量調節部を有し、抽気流量調節部は、高度、および抽気の圧力の上限である圧力上
限値の関係である第１関係と、抽気が流れる部材に許容される許容温度にまで抽気の温度
が達するときの外気温、および抽気の圧力の上限である圧力上限値との関係であり、高度
に応じて与えられる第２関係とを使用し、第１関係と第２関係との交点の外気温に対して
外気温が低ければ、抽気の圧力を第１関係の圧力上限値以下に収めるように、抽気の流量
を調節し、交点の外気温に対して外気温が高ければ、抽気の圧力を第２関係の圧力上限値
以下に収めるように抽気の流量を調節することを特徴とする。
【００１２】
　本発明は、外気と熱交換された抽気を用いて航空機への着氷を防止する防氷システムを
制御するコンピュータプログラムであって、供給先へと供給される抽気の流量を調節する
抽気流量調節部を有し、抽気流量調節部は、高度、および抽気の圧力の上限である圧力上
限値の関係である第１関係と、抽気の流れる部材に許容される許容温度よりも所定の値だ
け低く設定された温度閾値と、を使用し、抽気の温度が温度閾値に対して低ければ、抽気
の圧力を第１関係の圧力上限値以下に収めるように、抽気の流量を調節し、抽気の温度が
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温度閾値に対して高ければ、抽気の温度を許容温度以下に収めるように、抽気の流量を調
節することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明は、外気と熱交換された抽気を用いて航空機への着氷を防止する防氷シス
テムを制御する方法であって、高度、および供給先へと供給される抽気の圧力の上限であ
る圧力上限値の関係を第１関係と称し、抽気が流れる部材に許容される許容温度にまで抽
気の温度が達するときの外気温、および抽気の圧力の上限である圧力上限値との関係を第
２関係と称し、第１関係と高度に応じて与えられる第２関係との交点の外気温に対して外
気温が低ければ、抽気の圧力を第１関係の圧力上限値以下に収めるように、抽気の流量を
調節し、交点の外気温に対して外気温が高ければ、抽気の圧力を第２関係の圧力上限値以
下に収めるように抽気の流量を調節することを特徴とする。
【００１４】
　本発明は、外気と熱交換された抽気を用いて航空機への着氷を防止する防氷システムを
制御する方法であって、高度、および供給先へと供給される抽気の圧力の上限である圧力
上限値の関係を第１関係と称し、抽気の流れる部材に許容される許容温度よりも所定の値
だけ低く設定された温度のことを温度閾値と称し、抽気の温度が温度閾値に対して低けれ
ば、抽気の圧力を第１関係の圧力上限値以下に収めるように、抽気の流量を調節し、抽気
の温度が温度閾値に対して高ければ、抽気の温度を許容温度以下に収めるように、抽気の
流量を調節することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、抽気の供給を継続しながら、要求される防氷性能を担保することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１実施形態に係る防氷システムの概要の構成を示す図である。
【図２】航空機の着氷条件および運用条件を示す図である。
【図３】第１実施形態の防氷制御部が用いるデータおよび制御指令を示す図である。
【図４】第１実施形態のマップデータを示す図である。
【図５】防氷制御に用いられる指標を示す図である。
【図６】防氷装置上流の圧力上限値と高度との関係を示す図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係る防氷システムの概要の構成を示す図である。
【図８】第２実施形態に係る防氷制御部が用いるデータおよび制御指令を示す図である。
【図９】第２実施形態のマップを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。
〔第１実施形態〕
　航空機には、抽気を利用して主翼の防氷を図る防氷システム１（図１）が装備されてい
る。
　まず、抽気の供給について簡単に説明する。
　航空機のエンジンや補助動力装置等の抽気源３から取り出される高温高圧の抽気は、プ
リクーラ４により適温に冷却された後、抽気を利用する複数の装置２，８等へと分配され
る。
　抽気を過剰に取り出すと、エンジン推力及び燃費に影響があるため、複数の装置２，８
等への抽気の流量は各々制限されている。
　防氷装置２は、プリクーラ４を経た抽気が流れる主ライン５に、供給ライン６によって
接続されている。
　空調装置８は、プリクーラ４を経た抽気が流れる主ライン５に、供給ライン７によって
接続されている。
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【００１８】
　主ライン５および供給ライン６，７はいずれも、適宜な材料を用いて形成されたダクト
やカップリング等を含んで構成されている。
　供給ライン６，７にはそれぞれ、抽気の流量を調節可能な流量バルブ６１，７１が備え
られている。
　航空機に備えられた空調システムは、抽気源３と、プリクーラ４と、空調装置８と、流
量バルブ７１とを備えて構成されている。
【００１９】
　さて、防氷システム１は、抽気源３と、プリクーラ４と、防氷装置２と、流量バルブ６
１と、圧力センサ１０と、防氷制御部１１と、プリクーラ制御部１４とを備えて構成され
ている。
　防氷システム１によれば、着氷を防止する防氷性能、航空機の飛行性能、および抽気の
ラインの構成部材の機械的な強度保持のそれぞれの観点から、防氷装置２に抽気が適切に
供給される。
【００２０】
　プリクーラ４は、機外の空気（外気）の風路と、抽気源３からの抽気の風路との間で熱
交換を行わせる熱交換器である。
　プリクーラ４は、取り入れられる外気の風量（流量）が調節可能に構成されている。
　外気との熱交換により冷却された抽気は、主ライン５を流れ、流量バルブ６１，７１の
開度に応じた流量だけ供給ライン６，７に流入し、装置２，８へと供給される。
　装置２，８等へと供給される抽気の合計の流量の分だけ、抽気源３から抽気が取り出さ
れる。
【００２１】
　プリクーラ４、そして、主ライン５および供給ライン６を構成するダクトやバルブ等の
部材は、後述する着氷条件Ｃ１下で、所定の温度の抽気を所定の流量だけ防氷装置２に供
給することによって十分な着氷防止効果が得られるように設計されている。
　また、部材の機械的強度を保持する観点より、抽気源３から抽気が流入するプリクーラ
４は勿論のこと、ライン５，６を構成するダクトやバルブ等の部材についても、着氷条件
Ｃ１下、部材のそれぞれに許容される温度ＡＴ以下に維持されるように設計されている。
【００２２】
　防氷装置２は、供給ライン６から抽気が供給されるチューブを備えている。防氷装置２
のチューブは、図示しない主翼の前縁に沿って配置されている。主翼の前縁は、高揚力装
置であるスラットを含んで構成されている。
　防氷装置２のチューブには、長さ方向に間隔をおいて複数の吹き出し孔が形成されてい
る。
　各吹き出し孔から前縁の内側に向けて抽気が吹き付けられる。吹き付けられた抽気は、
前縁の内周部に沿って後方へと流れ、スラットと母翼との間の隙間等から機外へと流出す
る。
　防氷装置２は、前縁の内側に抽気を吹き付け、前縁およびその周辺の外皮表面の温度を
水の凝固点以上に保つことにより、主翼への着氷を防止する。
【００２３】
　本実施形態では、防氷の制御にあたって、図２に示すように、着氷条件Ｃ１と、それよ
りも広範な運用条件Ｃ２とを考慮している。
　着氷条件Ｃ１（実線の枠内）は、航空規則(Regulation)で規定されている着氷条件の高
度および外気温の範囲である。この着氷条件Ｃ１において着氷を防止することが要求され
る。
　運用条件Ｃ２（破線の枠内）は、本実施形態の航空機の飛行可能な高度および外気温の
範囲である。
　着氷条件Ｃ１の全体が運用条件Ｃ２内に包含されている。
　着氷防止が要求されるのは着氷条件Ｃ１内に留まるが、着氷条件Ｃ１外で、かつ運用条



(8) JP 2017-171106 A 2017.9.28

10

20

30

40

50

件Ｃ２内の高度および外気温で運用された際にも防氷装置２を機能させることが性能向上
には必要である。
【００２４】
　防氷制御部１１は、航空機の飛行性能を確保し、そして抽気が流れるラインを構成する
部材をそれらの許容温度ＡＴ以下に維持しつつ、主翼への着氷を十分に防止することがで
きるように、防氷装置２に供給される抽気の流量を制御する。許容温度ＡＴ以下では、抽
気ラインを構成する部材が確実に機械強度を保持する。
【００２５】
　図３は、防氷制御部１１が用いるデータおよび制御指令を示している。
　防氷制御部１１は、演算処理装置および記憶装置を備えたコンピュータである。
　防氷制御部１１による処理は、コンピュータプログラムにより行われる。
　防氷制御部１１は、供給ライン６を流れる抽気の流量を調節する抽気流量調節部１１２
と、種々の処理に必要なデータやコンピュータプログラムを保持する記憶部１１３とを備
えている。抽気流量調節部１１２は、コンピュータプログラムを構成するモジュールであ
る。
　プリクーラ制御部１４は、抽気を冷却するためにプリクーラ４に取り入れられる外気の
風量（以下、外気風量）を調節する外気風量調節部１１１を備えている。
【００２６】
　着氷をより十分に防止するため、上述した着氷条件Ｃ１内の高度および外気温に加え、
着氷条件Ｃ１外で、かつ運用条件Ｃ２内の高度および外気温をも考慮して、種々の制約条
件の中でも、最大限の抽気を供給できるよう抽気の上限圧をを定めている。航空機に装備
されたエアデータコンピュータ１５により取得される高度および外気温のデータと、航空
機の実際の高度および外皮表面の実際の外気温との間に誤差があったとしても、その誤差
に対して余裕を持ち、防氷を適切に図るようにしている。
【００２７】
　着氷を防止する基本的な処理としては、プリクーラ制御部１４（図１，３）が、プリク
ーラ４から流出した抽気の温度ｔを温度センサ９により検知しながら（検知温度ｓＴ）、
設定温度ｂＴの抽気が得られるように、外気風量調節部１１１により、プリクーラ４に取
り入れられる外気の風量を調節する。そして、防氷制御部１１（図１，３）が、防氷対象
部位（例えば、スラット）にある温度センサ１６による検知温度ｉＴに基づいて、防氷対
象部位の温度が設定温度ｃＴになるように、抽気流量調節部１１２により、供給ライン６
を流れる抽気の流量ｑを調節する。
　防氷に適した設定温度ｃＴは防氷制御部１１の記憶部１１３（図３）に保持することが
できる。
【００２８】
　着氷を防止する基本的な処理の一例について簡単に説明する。
　外気風量調節部１１１は、温度センサ９による抽気の検知温度ｓＴ（図３）が設定温度
ｂＴに対して高い場合は、プリクーラ４の外気風量を上げる制御指令Ｄ１を発することに
より、外気と抽気との熱交換量を増加させる。そうすると、プリクーラ４から流出した抽
気の温度が低下する。それでも、抽気の検知温度ｓＴが設定温度ｂＴを上回っていれば、
抽気の供給は停止する。尚、着氷条件Ｃ１では、すなわち、航空規則(Regulation)で規定
されている着氷条件の高度および外気温の範囲では、高度および外気温がいかなる値をと
ろうとも、プリクーラ４の外気風量を最大にすれば、検知温度ｓＴが設定温度ｂＴに対し
て低くなるように、防氷装置の抽気供給量を考慮して、プリクーラ４の容量が設計されて
いる。
【００２９】
　さらに、抽気流量調整部１１２は、航空機の飛行性能および抽気が流れる部材の機械的
強度保持の観点から、流量バルブ６１による抽気流量の調節を行う。
　そのために、第１実施形態では、図４に示す圧力上限値Ｐのマップデータ１２を用いる
。このマップデータ１２も記憶部１１３（図３）に保持することができる。
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【００３０】
　二次元的なマップデータ１２を構成する圧力上限値Ｐは、供給ライン６を流れる抽気の
圧力ｐの上限値である。供給ライン６を流れる抽気の圧力ｐは、流量バルブ６１の下流で
圧力センサ１０により検知することができる。供給ライン６を通じて防氷装置２へと至り
、主翼前縁の内側に吹き付けられて外気中へと流れ出る抽気の流量ｑは、流量バルブ６１
の下流における抽気の圧力ｐと外気圧Ｐaとの圧力差、およびダクト等による圧力損失そ
して開口部の面積(一定)から導かれる。したがって、抽気の圧力ｐの上限値Ｐを定めるこ
とは、抽気の流量ｑの上限値を定めることに相当する。
【００３１】
　マップデータ１２は、航空機の高度および外気温の２つの因子の関数である圧力上限値
Ｐから構成されている。マップデータ１２における高度因子（Ｅ１）および外気温因子（
Ｅ２）はいずれも、適宜な間隔をおいた離散的な値の集合である。高度因子Ｅ１には、運
用条件Ｃ２（図２）の全体に亘る高度値が与えられている。外気温因子Ｅ２には、運用条
件Ｃ２（図２）の全体に亘る外気温の値が与えられている。
　これらの因子Ｅ１，Ｅ２の値のあらゆる組み合わせに対して、それぞれ圧力上限値Ｐが
与えられている。例えば、高度ａ０および外気温ｔ０の組み合わせに対しては、Ｐ（０，
０）が与えられ、高度ａ０および外気温ｔ１の組み合わせに対しては、Ｐ（０，１）が与
えられている。
【００３２】
　マップデータ１２を構成する圧力上限値Ｐは、図５に示す制御指標Ｒに基づいて定めら
れている。
　図４の高度因子（Ｅ１）の値（ａ０，ａ１，・・・ａｎ）の各々において、個別の制御
指標Ｒが成立する。図５には、ある特定の高度において成立する制御指標Ｒを例示してい
る。
　制御指標Ｒは、飛行性能の確保および抽気が流れる部材の強度保持の観点から、着氷条
件Ｃ１を含み、Ｃ１から外れた着氷条件での防氷能力も備える防氷制御に用いられる指標
であり、高度（ａ０，ａ１，・・・ａｎ）に応じて設定された、外気温および圧力上限値
の関係を示している。
　制御指標Ｒは、図６に示す高度および圧力上限値の関係ｒ１と、図５に示す各高度にお
ける外気温および圧力上限値の関係ｒ２とから得られている。
【００３３】
　まず、関係ｒ１（図６）について説明する。
　高度が上がると外気圧が下がるため、より小さい抽気圧力ｐにより、必要な抽気流量ｑ
を流すための外気圧との圧力差を確保できる。そのため、高度が上がると、必要な抽気圧
力ｐが小さくなる。
　このことに基づいて、図６に示す関係ｒ１のように高度に応じて圧力上限値を定めてお
くと、防氷装置２に供給される抽気の流量ｑが、ある上限を超えない。そのため、抽気源
３から抽気が過大に取り出されないので、エンジンや補助動力装置による推力や、燃費を
維持することができる。
　航空機が着氷条件Ｃ１（図２）で運用されているとき、抽気圧力ｐは、図６の圧力上限
値以下に維持される。
【００３４】
　図６の関係ｒ１より、ある特定の高度（例えばａ１）に対して、圧力上限値（例えばｐ
１）が与えられる。その圧力上限値は、制御指標Ｒ（図５）において直線ｒ１１で表され
る。この直線ｒ１１が示す圧力上限値は、外気温にかかわらず一定である。
【００３５】
　次に、関係ｒ２（図５）では、外気温に応じて圧力上限値が変化する。関係ｒ２を示す
線は、上述の直線ｒ１１に対して交差している。これは、各高度（ａ０，ａ１，・・・ａ
ｎ）で個別に成立する制御指標Ｒのいずれにおいても同様である。
　関係ｒ２は、プリクーラ４を経た抽気が流れるライン５，６を構成する部材（以下、「



(10) JP 2017-171106 A 2017.9.28

10

20

30

40

50

ダクト等」と称する）について、機械的強度保持を考慮して許容される温度ＡＴにまで、
抽気の温度が到達するときの各高度における外気温と圧力上限値との関係を示している。
関係ｒ２の圧力上限値は、外気温に応じて抽気をどれだけ流したならば、ダクト等の温度
が許容温度ＡＴに到達するのかを示している。
【００３６】
　プリクーラ４による冷却能力は、外気温が直線ｒ１１と関係ｒ２を示す線の交点を越え
る辺りから、すなわち、着氷条件Ｃ１の範囲を外れると、更に外気温が高くなるに従って
、抽気の温度を設定温度ｂＴ以下、例えば、許容温度ＡＴ以下に維持出来なくなる。これ
は、プリクーラ４の冷却能力が着氷条件Ｃ１の範囲内で防氷能力を満足する仕様になって
いるためで、冷媒である外気の温度(外気温)が高くなるほど、熱交換後の抽気の温度は上
昇してしまう。しかしながら、抽気の温度を設定温度ｂＴ以下に維持するように、外気温
が高くなるに従って、プリクーラ４により冷却される抽気の流量ｑを抽気流量調節部１１
２により絞っていくと、冷却対象の絶対量が減少するので、抽気の温度上昇を抑えること
が可能となる。
　したがって、抽気をどれだけ流したらダクト等の温度が許容温度ＡＴに到達するのかを
示す圧力上限値は、外気温が高くなるに従って、低くなってくる。
　図５中、関係ｒ２の線の下側に位置する外気温および圧力上限値の範囲では、ダクト等
の温度が許容温度ＡＴ以下に維持される。外気温が高いため、プリクーラ４の外気風量を
最大にし、更に、関係ｒ２の圧力上限値以下に抽気圧力ｐが収められているので、、ダク
ト等の温度が許容温度ＡＴを超えない。そのため、ダクト等の過熱時に抽気の供給を停止
するといった遮断処理には至らない。
【００３７】
　制御指標Ｒは、図５に破線により囲んで示すように、直線ｒ１１の低温側区間と、関係
ｒ２の高温側区間とから構成されている。制御指標Ｒにおいては、直線ｒ１１と関係ｒ２
を示す線とが交わる外気温を境に、直線ｒ１１と関係ｒ２とが切り替わっている。つまり
、直線ｒ１１と関係ｒ２を示す線とが交わる外気温においては、直線ｒ１１が示す圧力上
限値と、関係ｒ２が示す圧力上限値とが同値となることを示している。
　制御指標Ｒによれば、直線ｒ１１と関係ｒ２を示す線との交点よりも外気温が低い側で
は、直線ｒ１１に従って圧力上限値が定められ、直線ｒ１１と関係ｒ２を示す線との交点
よりも外気温が高い側では、関係ｒ２に従って圧力上限値が定められることになる。そう
すると、推力や燃費の維持と、ダクト等の機械的強度の保持とを両立させることができる
。
【００３８】
　本実施形態では、制御指標Ｒに基づいてマップデータ１２（図４）を作成している。
　制御指標Ｒにおける関係ｒ２の区間では、離散した高度の値の内のある高度ａｘに対し
て離散した外気温の値（・・ｔｎ－１，ｔｎ）の各々に対応する圧力上限値（・・ｐｎ－
１，ｐｎ）をマップデータ１２に用いている。
　そして、制御指標Ｒの直線ｒ１１の区間においても、離散した高度の値の内のある高度
ａｘに対して離散した外気温（ｔ０，ｔ１・・・）の各々の値に対応する圧力上限値（ｐ
０，ｐ１・・・）をマップデータ１２に用いている。それらの圧力上限値は、外気温によ
らず一定である。
　ある特定の高度において成立する制御指標Ｒに基づいて求められた圧力上限値の集合は
、図４に太線の枠により囲んで示すように、マップデータ１２の一列に相当する。
【００３９】
　各高度（ａ０，ａ１，・・・ａｎ）について、制御指標Ｒを用いて、離散的な外気温の
値の各々に対応する圧力上限値を導くことにより、マップデータ１２を完成することがで
きる。
【００４０】
　以上によりマップデータ１２が得られたならば、それを防氷の制御に用いることができ
る。
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　防氷制御部１１は、上述した基本的な処理により、エアデータコンピュータ１５により
得られた高度および外気温でマップデータ１２を読みこんで圧力上限値Ｐを設定し、その
上限値Ｐ以下となるように、かつ、防氷対象部位の検知温度ｉＴに基づいて流量バルブ６
１の開度を調節する。この時、読み込まれた圧力上限値Ｐ以下の条件では、必ず、抽気の
検知温度ｓＴが設定温度ｂＴを越えることは無いので、抽気の供給が停止することは無い
。
　そして、防氷制御部１１は、例えば、高度がａｎで、外気温がｔ０のとき、抽気圧力ｐ
をマップデータ１２の圧力上限値Ｐ（ｎ，０）とし、その圧力上限値以下で、防氷対象部
位の検知温度ｉＴに基づいて、流量バルブ６１の開度を調節する制御指令Ｄ２を発する。
【００４１】
　マップデータ１２の圧力上限値Ｐは、上述の制御指標Ｒに基づいて定められており、マ
ップデータ１２の圧力上限値により抽気流量ｑを絞っているから、抽気が流れるダクト等
の温度が許容温度ＡＴを超えることはない。
　圧力上限値により、防氷装置２に供給される抽気の流量が絞られたとしても、本来、防
氷能力が確保されている着氷条件Ｃ１のみならず、運用条件Ｃ２でも、着氷が一定の能力
で防止される。
【００４２】
　関係ｒ２（図５）の圧力上限値は、ダクト等の許容温度ＡＴにまで抽気の温度が到達す
るときの外気温と圧力上限値との関係を示している。この関係は、ダクト等の温度を許容
温度ＡＴあるいはその近傍の値にまで到達させながら、関係ｒ２が示す圧力上限値あるい
はその近傍の値にまで抽気圧力ｐを確保しており、一定の抽気流量を得ることが出来てい
る。
　従って、着氷条件Ｃ１の範囲以外で、防氷性能を要求されていなく、着氷が穏やかな条
件の範囲、つまり、航空規則(Regulation)で規定されている着氷条件以外の範囲の中で、
外気温が高くとも（あるいは、外気の空気密度が低い空域でも）、防氷装置を稼働させた
場合、一定の防氷能力を得ることが出来る。
【００４３】
　関係ｒ２では、外気温が低いほど圧力上限値が高くなり、これは、低温時には抽気流量
を増やせることを示しているが、抽気源３から抽気を取り過ぎないための抽気圧力の制限
（ｒ１１）があり、関係ｒ２と直線ｒ１１の交点が切り換え点となる。
【００４４】
　以上で説明した基本的な処理と、制御指標Ｒに基づいて抽気流量を制限する処理とを含
む一連の防氷制御によれば、航空機の飛行性能を確保し、そして抽気が流れる部材をそれ
らの許容温度ＡＴ以下に維持しつつ、主翼への着氷を十分に防止することができる。
【００４５】
　本実施形態では、上述の関係ｒ２を用いて抽気圧力ｐが調節されているので、外気温が
高いため抽気が十分に冷却されない場合も抽気の流量を絞っているので、プリクーラ４を
経た抽気の温度は許容温度ＡＴを超えず一定である。そのため、ダクト等の過熱による抽
気供給の遮断には至らず、着氷条件Ｃ１の範囲以外で、着氷が穏やかな条件でも、一定の
防氷性能を保持することができる。
【００４６】
　また、圧力上限値のマップデータ１２を用いることにより、マップデータ１２から直ち
に圧力上限値を得ることができる。
　高度および外気温の関数である圧力上限値を正確に導く数式を設定することに比べて、
圧力上限値をマッピングすることは容易である。しかも、マップデータ１２を用いれば数
式を解く必要がないので、処理の高速化にも寄与することができる。
【００４７】
〔第２実施形態〕
　次に、図７乃至図９を参照し、本発明の第２実施形態について説明する。
　以下、第１実施形態と相違する事項を中心に説明する。第１実施形態と同様の構成には
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同じ符号を付している。
　第２実施形態に係る防氷システムは、図７に示す防氷システム１であり、第１実施形態
の図１とは防氷システム１の防氷制御部１１が温度センサ９と接続している他は同様に構
成されている。
【００４８】
　第２実施形態における防氷制御では、高度および外気温の関数である圧力上限値のマッ
プデータ１２（図４）を用いずに、第１関係ｒ１（図６）と、許容温度ＡＴに関して設定
された温度閾値ＴＴとを用いる。
　温度閾値ＴＴは、抽気の温度ｔがダクト等の許容温度ＡＴを超えないように、許容温度
ＡＴよりも所定の値だけ低い温度に設定される。
【００４９】
　本実施形態では、防氷制御部１１の記憶部１１３（図７）に、温度閾値ＴＴと、図８に
示すような圧力上限値と高度との対応データ１３（図８）とを保持している。
　図８に示すように、対応データ１３では、圧力上限値Ｐが高度に応じて与えられており
、図６に示す第１関係ｒ１を示している。
【００５０】
　本実施形態の防氷制御部１１の抽気流量調節部１１２（図７）による処理について説明
する。
　抽気流量調節部１１２は、対応データ１３において、エアデータコンピュータ１５から
取得された高度に対応するデータを読み取り、温度センサ９により検知される検知温度ｓ
Ｔが温度閾値ＴＴに対して低い場合には、第１実施形態と同様に、高度に応じて一意に与
えられている圧力上限値Ｐ以下に抽気圧力ｐを収めながら防氷対象部位の温度により、抽
気流量ｑを調節する。
【００５１】
　一方、抽気流量調節部１１２は、検知温度ｓＴが温度閾値ＴＴに対して高い場合には、
温度センサ９により検知される検知温度ｓＴを許容温度ＡＴ以下に収めるように、流量バ
ルブ６１の開度調節により抽気流量ｑを絞りながら、防氷対象部位の温度により、抽気流
量ｑを調節する。
　このように、エアデータの外気温を用いずとも、ダクト等をより確実に許容温度ＡＴ以
下に収めることができる。
【００５２】
　抽気の検知温度ｓＴに基づいて抽気流量を絞ることにより、高度および外気温の関数で
あるマップデータ１２（図４）を用いるステップ状の関係（図５）の場合と比べ、予想さ
れる外気温と抽気圧力ｐとの直線関係に基づいて抽気流量が大きく確保されることになる
。そのため、防氷装置２により多くの抽気が供給されるので、より十分に着氷防止を図る
ことができる。
【００５３】
　上記以外にも、本発明の主旨を逸脱しない限り、上記実施形態で挙げた構成を取捨選択
したり、他の構成に適宜変更することが可能である。
　第１実施形態では、マップデータ１２を用いる代わりに、関係ｒ１を示す数式と、関係
ｒ２を示す数式とを用いることができる。
　第２実施形態では、対応データ１３を用いる代わりに、関係ｒ１を示す数式と、温度閾
値ＴＴとを用いることができる。
【００５４】
　外気により冷却された抽気が、着氷防止のために尾翼や風防等に供給される場合は、そ
れら尾翼や風防に関しても、本発明の防氷システムを適用することができる。
【００５５】
　第１実施形態では、第１関係ｒ１の直線ｒ１１と第２関係ｒ２との交点において制御を
切り替えているが、本発明において、かかる交点で厳密に制御を切り替えることは、必ず
しも要求されておらず、交点から若干シフトした点において制御を切り替えることも本発
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り替えるようにしてもよい。
【符号の説明】
【００５６】
１　　　　防氷システム
２　　　　防氷装置（供給先）
３　　　　抽気源
４　　　　プリクーラ（熱交換器）
５　　　　主ライン
６　　　　供給ライン
７　　　　供給ライン
８　　　　空調装置
９，１６　　　温度センサ
１０　　　圧力センサ
１１　　　防氷制御部（制御部）
１２　　　マップデータ
１３　　　対応データ
１４　　　プリクーラ制御部
１５　　　エアデータコンピュータ
６１　　　流量バルブ
７１　　　流量バルブ
１１１　　外気風量調節部
１１２　　抽気流量調節部
１１３　　記憶部
ＡＴ　　　許容温度
ＴＴ　　　温度閾値
Ｃ１　　　着氷条件
Ｃ２　　　運用条件
ｂＴ　　　抽気の設定温度
ｃＴ　　　防氷対象部位の設定温度
Ｄ１　　　制御指令
Ｄ２　　　制御指令
Ｅ１　　　高度因子
Ｅ２　　　外気温因子
Ｐ　　　　圧力上限値
ｐ　　　　抽気圧力
Ｐａ　　　外気圧
ｑ　　　　抽気流量
Ｒ　　　　制御指標
ｒ１　　　関係（第１関係）
ｒ１１　　直線
ｒ２　　　関係（第２関係）
ｓＴ　　　検知温度
ｉＴ　　　検知温度
ｔ　　　　抽気温度
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